


土地改良施設の浚渫に係る危険度区分及び堆砂率基準の目安

危険度の区分

阻害状況
（堆砂率）

危険度の区分※1

ａ区分 ｂ区分 ｃ区分

堆積なし 経過観察 経過観察 経過観察

10％未満 優先
状態監視
【注意】

経過観察

10～20％未満 重点 優先
状態監視
【注意】

20％以上又は
危険な状態※2 重点 重点 優先※3 状態監視

【注意】

区 分 内 容

ａ区分 決壊・溢水した場合に、特に甚大な人的被害や農地への被
害が想定される箇所
（①想定浸水区域に家屋や公共施設、避難路や拠点施設等が
存在すること、かつ ②防災受益面積が10ha以上あること）

ｂ区分 決壊・溢水した場合に甚大な被害が想定される箇所
（①想定浸水区域に家屋や公共施設等が存在すること、かつ
②防災受益面積が５ha以上あること）

ｃ区分 ａ,ｂ区分以外の箇所

※ 施設ごと（又は施設のまとまりごと）に危険度の区分を設定
※ 防災受益面積とは、洪水や農業用ため池の決壊等によって農地や農業用施設等が流出し、
浸水、湛水による農作物被害を受ける地域（直接被害）と、農業用施設が被害を受け、取
水不能となることにより農作物被害を受ける地域（間接被害）の合計面積

※１「重点」：２か年程度で対策実施、 「優先」：４か年程度で対策実施、
「状態監視【注意】」：構造物周辺の対策など

※２ 危険な状態とは、堤防により構成される施設（農業用ため池）において、取水
施設の底樋管頂以上の堆砂により緊急放流ができない状態

※３ ｃ区分は、危険な状態の場合のみ「優先」

【農業用ため池及びクリーク等】

【農業用ダム（農地防災ダム及びかんがい用ダム）】

堆砂率の基準

洪水調節容量又は洪水調節可能容量の３％※を上回る土砂が堆積して
いる状況

※ 現行、緊急浚渫推進事業債の対象とされている河川管理施設であるダムと同様の基準

（参考）農地防災ダムにおける堆砂の概念図

堆砂率の基準

農地防災ダム かんがい用ダム

対象 すべての農地防災ダム
治水協定を締結したかんがい
用ダム

堆砂率の基準
洪水調節容量の３％を上回る
堆砂

洪水調節可能容量の３％を上
回る堆砂

【参考】農地防災ダムとかんがい用ダムの比較

利水容量

洪水調節容量

堆砂容量

洪水時最高水位

平常時最高水位

最低水位
ダム

堆砂

洪水調節容量の堆砂
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事前放流に伴う損失補填制度の拡充

河川管理者 ダムの管理者の区分 支援内容と国の負担

一級
水系

国土交通省

直轄・水資源機構
が管理するダム

代替発電費用や給水出動費用等の増額分を
国が補填（国10/10）

利水者
が管理するダム

代替発電費用や給水出動費用等の増額分を
国が補填（国10/10）

国土交通省
（指定区間の管理を
都道府県が実施）

利水者
が管理するダム

代替発電費用や給水出動費用等の増額分を
国が補填（国10/10）

都道府県
が管理するダム

代替発電費用や給水出動費用等の増額分を
都道府県が補填

（地方10/10、従来は国の支援無し）
→特別交付税（0.8）【拡充】

二級
水系

都道府県
利水者

が管理するダム

代替発電費用や給水出動費用等の増額分を
都道府県が補填

（地方10/10、従来は国の支援無し）
→特別交付税（0.8）【拡充】

都道府県
都道府県

が管理するダム

代替発電費用や給水出動費用等の増額分を
都道府県が補填

（地方10/10、従来は国の支援無し）
→特別交付税（0.8）【拡充】

55



地方創生臨時交付金に係る事務連絡等

※ 詳細については、下記事務連絡や各都道府県に送付している確認依頼メール等を参照。
① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付限度額算定に係る地方負担額等の調査について（令和2年12月23日内閣府地方創生推進室、
総務省自治財政局調整課事務連絡）（様式1-1、様式1-2、様式2）

② 令和2年度補正予算（第1号、第2号）に計上された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち国庫補助事業等の地方負担分の執行上の
取扱について（令和3年1月7日内閣府地方創生推進室事務連絡）

③ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る実施計画の第三次提出等について（令和3年1月20日内閣府地方創生推進室事務連絡）

地方負担額調査の
地方回答期限

同調査の確認事項の
地方回答期限

11月末までに交付決定の国庫補助事業
等分 （様式1-1） 1月14日 1月22日

（様式1-1確定）

12月末までに交付決定等の国庫補助事
業等分（様式1-2） 1月26日 2月4日頃

（様式1-2確定）

様式1-1と様式1-2の合計（様式2） 1月26日 2月4日頃

（①）第1次・第2次補正の臨時交付金（国庫補助事業等の地方負担分）の今後の進め方

法定率事業分に係る執行上の取扱

1～3月に交付決定の国庫補助事業等分
地方負担額を別途調査。当該臨時交付金につい
ては、本省繰越を行なうことを含めて検討中。

・ 2月上旬の交付限度額通知（第1次・第2次補正分）をする際に、その内訳として法定率事業分に係る額を
明示して通知予定。
・ 第3次提出用の実施計画の様式に、第1次・第2次補正分の法定率事業分の交付限度額と、そのうち本省
繰越を希望する額を記入する欄があるので、本省繰越を希望する場合は、当該欄に記入。

最終確認後
2月上旬に
交付限度額通知

（②）

（③）
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